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１．調査の結果並びに意見の概要 

 

（１）はじめに 

 議会改革に関する特別委員会は、平成 25 年 12 月定例会において、

「議会広報委員会のあり方」「議会報告会のあり方」「議会基本条例

の運用確認」など議会改革に関することを調査案件として設置され、

これまで19回の委員会を開催し、調査・検討を重ねてまいりました。

その間、平成 26 年 3月定例会では調査案件２件について中間報告を

行ったところであり、また、二つの市議会を訪問しての先進地研修

は、議会広報委員会のあり方や議会報告会のあり方を検討するうえ

で大いに参考となった事例でありました。本特別委員会の任期は平

成 27 年 9月まででありますが、調査案件について一定の結論に達し

ましたので報告します。 

 

（２）議会広報委員会のあり方について 

 議会広報委員会は、現在、地方自治法第 100 条第 12 項の規定に基

づく「協議の場」として設置され活動しています。市民に対する広

報・情報発信は、議会改革の一環としてその強化が求められる時代

となっており、本件は改選前の議会から課題となっておりました。

今後、広報に加え、広聴の重要性もますます高まっていくというこ

とは委員全員の共通の認識であります。このような状況を鑑みたと

き、議会広報委員会は機能の強化を図るべきであり、そこには広聴

の任務も加えて活動するべきと考えます。広報と広聴を一体として

実践することは、議会と市民との関係の希薄化を克服する有効な手

段です。また、その委員会は、正副議長、議会運営委員を除く議員

全員で組織するべきであるとの意見に集約されました。 

 次に、委員会の位置付けについてです。議会は「協議の場」のほ

かに、地方自治法第 109 条において「常任委員会」及び「特別委員

会」を設置することができると定められています。しかし、「常任委

員会」は普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願
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等を審査する機関であります。このことから、委員会は常設の「特

別委員会」とし、委員会内に「広報部会」、「広聴部会」を設置する

べきと考えます。「広報部会」は現在の議会広報委員会が行っている

議会だよりの発行、ＦＭラジオ番組の担当に加え、ホームページな

ど媒体を通じた情報発信業務を引き継ぐこととし、「広聴部会」は議

会報告会に関することを主として各種団体等からの要請に応じた意

見交換会を開催するなど、直接市民と情報交換をする業務を担うこ

ととします。また、正副委員長が各部会長を兼ねることでお互いの

連携が強まるものと考えます。 

 特別委員会への移行時期でありますが、現在、議会広報委員会で

は紙面の改善に取り組んでいる途中であることから、すぐに切り替

えることは支障があり、来年秋の委員会改編期を待つべきと考えま

す。 

 

（３）議会報告会のあり方について 

 中間報告でも述べたとおり、第 1 回、第２回の議会報告会はいず

れも参加者は 100 名程度であり、参加者を増やすことは大きな課題

でありました。このような中、地域の自治会等との共催で効果を上

げている先進事例を参考として、本年７月に地区会議との共催で第

３回議会報告会を開催したところであります。結果、参加者は 404

人と大幅に増加し、貴重なご意見を伺うことができました。議会主

導で実施しても参加者の増加は見込めない状況にあって、地区会議

や町内会等との共催を中心に市民側の要請に応じて開催する方法は、

参加者の増加と地域の実情や課題の把握に大きな効果がありました。

今後、地区会議等との共催は、議会報告会の開催方法のひとつとし

て確立していくべきであります。 

 もともと、本市において自治会や町内会は地域の課題解決に大き

な役割を果たしてきました。今後、少子高齢化や人口の減少が進展

していく中で、地域に暮らす住民の身近な問題の解決に向けて、議

会と市民の「対話」は一層必要とされるものと思います。これによ
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り市民のなかに潜在している知恵や情報、課題を掘り起し、よい提

案は市政に反映させていくといった姿勢こそ大切です。 

 市民には現実の議会の姿を知ってもらうことも必要です。議会報

告会は、議会の役割を具体的に説明して、議会への関心を持っても

らう機会でもあります。議案についても、いかに議論し、議会とし

てどのような決定をしたかを報告します。そして、それは議会から

の一方的な報告とすることなく、市の施策や課題について話し合っ

たり、市民と自由に意見交換をしたりすることで、その意義は一層

高まります。自らの地域への関心を涵養するため、子どもたちにも

議会の仕組みを説明したり議会傍聴を促したりして、地方自治に対

する興味、理解を深めてもらうこともひとつの活動と言えると思い

ます。 

 どのようにすればより多くの、幅広い層の市民に参加してもらえ

るか、いただいたご意見をどのようにフィードバックしたりアウト

プットしたりしていくかなど課題も多くあることから、継続して工

夫・改善をしていくことが大切であると考えます。 

 

（４）議会基本条例の運用確認について 

 今後も議会基本条例に基づき、議会、議員本来の役割を果たし、

議会改革を継続して推進していくうえで、議会改革に関して協議を

行う専門機関を設置するべきであるということは中間報告でも述べ

たとおりであります。 

 議会基本条例の検証・検討については、議会運営委員会に替えて

前述の議会改革に関する事項を協議する専門機関として「議会改革

推進会議」を置き、同条例の条文に明記し、地方自治法第 100 条第

12 項の規定に基づく「協議の場」として会議規則に位置付けるべき

であります。このため、議会基本条例、会議規則は改正すべきとの

意見です。 

 議会改革推進会議は議会基本条例の達成度の検証等のほか、議会

改革推進のための協議や提言をすることとしますが、その提言の実



4 

 

現に向けた取り組みは、議会運営委員会や全員協議会などで行うこ

ととなります。 

 

（５）おわりに 

 議会基本条例前文にもあるとおり、市長や議会には、民意を汲み

上げる努力を常に怠らず、多様な意見を踏まえた合意形成を図りな

がら、横手市民にとって最適な政策を実施する責務があります。一

方で、それは市長や議会のみが担うものではなく、市民一人ひとり

が自らの地域を自らの手で作り上げようとする自覚と責任を持たな

ければなりません。 

 地域主権がさけばれる中で、市民との間に距離がある、何をやっ

ているか存在感がないなど、全国的に議会はあまり芳しい評価を得

られていませんでした。このような背景にあって、横手市議会も危

機感を持って早い段階から議会改革に取り組み、議会基本条例を制

定しました。しかし、議会基本条例は作ったから終わりということ

ではありません。条例の目的を達成するため不断の努力が求められ、

むしろこれからが大切です。 

 議会と市民の距離を縮める方法として、議会報告会は、市民が議

会に対する理解を深め、議会は市民がどう思っているかを直接聞く

ことができる機会となっています。また、議会だよりの発行やＦＭ、

ホームページなどのメディアを使いながら議会の流れや活動、イベ

ントなども含めて議会の現状、動いている姿を伝えていくこともお

互いの距離を縮める方法であります。できることを繰り返し、その

都度議論して改善し、いいところは伸ばしながら議会改革を進めて

いかなければなりません。議会の活動をお知らせする地道な活動は、

住民一人ひとりの意識改革にもつながります。 

 民意を反映する場である議会の真価が問われる時代となっていま

す。時代に相応しい議会として、その役割を果たしていくものであ

ります。 

 以上、議会改革に関する特別委員会の報告とします。 


